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第１章  計画の前提 
 
１.１ 計画の背景と目的 

国のスポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）では、スポーツは、青少年
の健全育成、豊かな人間性の形成、地域社会の再生、健康で活力に満ちた長寿
社会の実現、社会・経済の活力の創造、国際的な交流・貢献など、国民生活に
おいて多面にわたる意義と役割が期待されている。またスポーツは、つくば市
が先導的に取り組んでいる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）においても重要な
鍵となっており、平和への寄与、健康、教育、社会的包摂、女性や若者、個人
やコミュニティの強化に寄与するものとされている。 

つくば市は、平成 31 年（2019 年）２月、基本理念に「スポーツで“つなが
る”まち つくば」を掲げた「つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕」
（以下、「スポーツ推進計画」という。）を策定した。スポーツを通して人と人、
人と地域、文化・社会がつながるまちを将来像として、様々なスポーツ施策の
推進に取り組むとともに、市民が気軽にスポーツを行うことのできる環境を
充実させるため、地域の実情や市民の意見を反映したスポーツ施設の整備や
改修を行っている。 

また、つくば市では市町村合併前の施設を引き継いでいることから、小規模
な施設を数多く所有している。一方、陸上競技場に関しては、小・中学生の公
認記録（日本陸上競技連盟が認める記録）の取れる陸上記録会や、公認競技場
での実施が条件となる市の競技会が開催可能な市営の施設がなく、これらの
記録会や競技会においては、近隣の自治体などの施設を借用する状況が続い
ている。 

このような課題を解決するために、「スポーツ推進計画」においても、陸上
競技場の整備検討を重点事項として位置づけ、平成 31 年度に上郷高校跡地及
び筑波地区の計 11 校の小中学校跡地を対象に「陸上競技場整備に関する学校
跡地調査」を実施し、陸上競技場整備の可能性について比較検討を行った。そ
の結果、総合的に高い評価となった上郷高校跡地について、令和２年度に「（仮
称）つくば市陸上競技場整備基本構想」（以下、「基本構想」という。）を策定
し、整備の基本的な方向付けを行った。また、令和３年度には、「つくば市大
規模事業評価委員会」による大規模事業評価を実施し、陸上競技場整備事業に
ついての諮問に対し、「概ね妥当」の答申を得ている。 

これらを受けて本計画では、陸上競技場整備に向けて具体的な施設内容・規
模・配置等の検討を進め、管理運営のあり方と併せて事業費と整備スケジュー
ルを明確にしていく。 
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１.２ 計画条件 
法規制や周辺の地域環境に与える影響に配慮するとともに、庁内における

他事業との連携や諸計画との整合性を意識し、コストを抑えながら事業の有
効性を高める工夫を行うものとする。 

〇計 画 地：上郷高校跡地（つくば市上郷 2494 番地３） 
〇敷地面積：70,089.30 ㎡ 
〇公認種別：第４種公認（第３種相当整備） 

 
 
１.３ 上位計画の位置づけ 

本基本計画は、「つくば市スポーツ推進計画」に即して定め、「つくば市未来
構想・第２期つくば市戦略プラン」等の既存の関連計画及び国や茨城県等の法
令や計画等との整合性に配慮する。 
 

表 1-1 上位計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ基本法 国 

茨

城

県 

つ

く

ば

市 

つくば市スポーツ推進計画 

〔中間年度見直し版〕 

（2019 年策定） つくば市都市計画マスタープラン 

（2015 年策定） 

つくば市立地適正化計画 

（2018 年策定） 

 

つくば市未来構想 

第２期つくば市戦略プラン 

（2020 年策定） 

（仮称）つくば市陸上競技場整備基本計画 

茨城県スポーツ推進計画 

（2015 年策定） 

第３期スポーツ基本計画 

（2022 年策定） 
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１.３.１ 国の動向 
(1) スポーツ基本法 

国が定めるスポーツ基本法の概要は次のとおりである。また、同法で
は、８つの基本理念及び３つの基本施策が次のとおり設定されている。 

 

表 1-2 スポーツ基本法の概要 

計  画 スポーツ基本法 
策 定 年 平成 23 年（2011 年） 

目的・趣旨 

昭和 36 年に制定されたスポーツ振興法を 50 年ぶりに全
部改正し、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び
地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らか
にするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を
定めるものである。これにより、スポーツに関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、
明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際
社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 

８
つ
の
基
本
理
念 

１ スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利で
あることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会と場所におい
て、自主的・自律的に適性や健康状態に応じてスポーツを行うこと
ができるようにする 

２ 青少年のスポーツが国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、
豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、
スポーツ団体、家庭及び地域における活動を相互に連携 

３ 地域において、主体的に協働することによりスポーツを身近に親
しむことができるようにするとともに、スポーツを通じて、地域の
全ての世代の人々の交流を促進し、交流の基盤を形成 

４ スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、安全の確保 
５ 障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、

障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進 
６ 我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。）が国際競技

大会等において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツに
関する競技水準の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図り
つつ、効果的に推進 

７ スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国
際相互理解の増進及び国際平和に寄与 
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８ スポーツを行う者に対する不当な差別的取扱いの禁止、スポーツ
に関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、
スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進 

３
つ
の
基
本
施
策 

１ スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 
(1) 指導者の養成等 
(2) スポーツ施設の整備等 
(3) 学校施設の利用 
(4) スポーツ事故の防止等 
(5) スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決 
(6) スポーツに関する科学的研究の推進等 
(7) 学校における体育の充実 
(8) スポーツ産業の事業者との連携等 
(9) スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進 
(10) 顕彰 

 
２ 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 
(1) 地域におけるスポーツ振興のための事業への支援等 
(2) スポーツ行事の実施及び奨励 
(3) 体育の日の行事 
(4) 野外活動、スポーツ・レクリエーション活動の普及奨励 

 
３ 競技水準の向上等 
(1) 優秀なスポーツ選手の育成等 
(2) 国民体育大会、全国障害者スポーツ大会 
(3) 国際競技大会の招致・開催の支援等 
(4) 企業、大学等によるスポーツへの支援 
(5) ドーピング防止活動の推進 
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(2) 第３期スポーツ基本計画（2022 年策定） 
    国は、第３期スポーツ基本計画を策定するに当たり、第２期スポーツ基

本計画において掲げた中長期的な基本方針を踏襲しつつ、期間中に生じ
た様々な社会変化や出来事を踏まえ、国民がスポーツを「する」「みる」
「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すために、新たな３つの視
点と、今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む 12 の施策を掲げている。 

 

表 1-3 第２期スポーツ基本計画期間中の様々な社会変化や出来事 

    

表 1-4 第３期スポーツ基本計画の概要 

スポーツの価値を
高めるための新た
な３つの視点 

スポーツを「つくる／はぐくむ」 
スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 
スポーツに「誰もがアクセスできる」 

今後５年間に総合
的かつ計画的に取
り組む 12 の施策 

１ 多様な主体におけるスポーツの機会創出 
２ スポーツ界における DX の推進 
３ 国際競技力の向上 
４ スポーツの国際交流・協力 
５ スポーツによる健康増進 
６ スポーツの成長産業化 
７ スポーツによる地方創生、まちづくり 
８ スポーツを通じた共生社会の実現 
９ スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化 
10 スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材 
11 スポーツを実施する者の安全・安心の確保 
12 スポーツ・インテグリティの確保 

 

 

 

 

 

 

2018 年 平昌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会 
2019 年 ラグビーワールドカップ 2019 が日本で開催 

2020 年 
新型コロナウイルス感染症の影響により、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の延期が決定 

2021 年 １年延期された東京大会が原則無観客で開催 
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(3) スポーツ庁のその他の取組等（スポーツ基本法制定以降） 
   ア 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和元年（2019 年）に、まち・ひと・しごと創生法に基づき閣議決
定された「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」について、「スポ
ーツ・健康まちづくり」という項目が新たに創設された。 

 
表 1-5 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

計画 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略 
策定年 令和元年（2019 年） 

計画期間 令和６年（2024 年） 

目的・趣旨 

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めを
かけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、そ
れぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活
力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと
創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略における 

「スポーツ・健康まちづくり」 

出典：スポーツ庁（令和３年１月） 
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イ スポーツ施設における PPP/PFI とコロナ対応 
スポーツ庁は令和２年度（2020 年度）に、スポーツ施設の整備・運

営等に関するオンラインセミナーを自治体や事業者、関連団体向けに
計４回開催している。そのうち第２回では、PPP/PFI とコロナ対応をテ
ーマに行っている。スポーツ施設等の文教施設における PPP/PFI につ
いて今後ますます注目され、様々な取組みが行われること、また、コロ
ナ禍におけるスポーツの重要性が再認識されていることがわかる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 スポーツ施設等の PPP/PFI に向けた取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：スポーツ庁（令和２年 12 月） 
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図 1-3 コロナ禍におけるスポーツや運動の重要性 

 

 

ウ スタジアム・アリーナ改革推進の取組み 
平成 28 年（2016 年）に「日本再興戦略 2016」が閣議決定された。

日本再興戦略 2016 は、働き方改革と生産性の向上に取り組むことを柱
とし、様々な政策が含まれている。その中で掲げられている「官民戦略
プロジェクト 10」の項目の 1 つであるスポーツの成長産業化について、
具体的目標・施策の１つとしてスタジアム・アリーナ改革があげられて
いる。 

このことからも、スタジアム・アリーナといった大規模スポーツ施設
が地域活性化や経済効果につながる可能性について、注目されている
ことがわかる。また、平成 30 年（2018 年）には、「スタジアム・アリ
ーナ運営・管理計画検討ガイドライン」が策定されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 

出典：スポーツ庁（令和２年 12 月） 
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図 1-4 スタジアム・アリーナ改革の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-5 スタジアム・アリーナ運営・管理計画検討ガイドラインの概要 

出典：スポーツ庁（令和元年 11 月） 

出典：スポーツ庁（令和元年 11 月） 
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１.３.２ 茨城県の動向 
茨城県は、平成 27 年に「茨城県スポーツ推進計画」を策定した。 

 
表 1-6 茨城県スポーツ推進計画の概要 

計    画 茨城県スポーツ推進計画～いきいき茨城スポーツプラン～ 
策 定 年 平成 27 年（2015 年） 
計画期間 平成 31 年（2019 年） 
基本理念 活力と生きがいのある生涯スポーツ社会の形成 

４
つ
の
基
本
方
針 

１ 学校における子供の体育・スポーツの充実 
子供が十分に体を動かす機会を拡大し、運動やスポーツの楽しさ

や喜びを味わい、意義や価値を実感することのできる運動好きな子
供の育成を図ります。 

(1) 学校における体育活動の充実 
(2) 運動部活動の充実 
(3) 幼児期における運動の充実 

 
２ ライフステージに応じた県民の運動やスポーツ活動の推進 

幼児から高齢者まで、ライフステージに応じた多様な運動やスポ
ーツ活動の機会の創出を図ります。 

(1) ライフステージに応じた運動やスポーツ活動の機会の充実 
(2) 運動やスポーツ活動を通した交流の機会の創出 

 
３ 国内外で活躍する本県選手の育成と強化 

国民体育大会並びに全国障害者スポーツ大会の開催を契機とし
た、県民に夢と感動を与えるトップアスリートの育成と強化を図り
ます。 

(1) 競技力向上対策の推進 
(2) 障害者スポーツの推進 

 
４ スポーツ環境の整備と充実 

全ての県民が「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親
しむことができる環境の整備と充実を図ります。 

(1) スポーツ機会の充実 
(2) 障害者の育成・活用とスポーツボランティアの養成・活用 
(3) 障害者のスポーツ環境の充実 
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１.３.３ つくば市の動向 
(1) つくば市未来構想・第２期つくば市戦略プラン 

    それぞれの計画の概要は次の表のとおりである。 
 

表 1-7 つくば市未来構想・第２期つくば市戦略プランの概要 

  

 

 

 

計  画 つくば市未来構想 第２期つくば市戦略プラン 
策 定 年 令和２年（2020 年） 令和２年（2020 年） 
目標年次 21 世紀半ば 令和６年（2024 年） 

目的・趣旨 

社会・経済等の情勢変化に
的確に対応し、諸課題を克服
しながら次の世代に継承・発
展させていく「持続可能都市」
を目指す。 

市政の中でも特に重点的に取
り組む施策に経営資源を配分
し、組織横断的に実行するとと
もに、計画的に進行管理を行う
５年間の「戦略プラン」を策定
し、効果的・効率的に 2030 年の
未来像の実現に向け取り組む。 

基本理念 

１ まちづくりの理念 
つながりを力に未来をつくる 

２ 目指すまちの姿 
Ⅰ 魅力をみんなで創るまち 
Ⅱ 誰もが自分らしく生きるまち 
Ⅲ 未来をつくる人が育つまち 
Ⅳ 市民のために科学技術をいかすまち 

関連項目 

Ⅰ 魅力をみんなで創るまち 
基本施策Ⅰ-2 資源をみがき、魅力あふれるまちをつくる 
個別施策Ⅰ-2-④ スポーツでつながるまちの推進 
■主要プロジェクト 
③スポーツ施設等の改修及び公共施設として不足しているスポ

ーツ施設等の整備検討 
つくば市公共施設等総合管理計画」における基本方針に基づ

き、既存スポーツ施設等の計画的な改修を行います。また、陸
上競技場の整備について、市民ニーズを踏まえながら、関係機
関等との検討を行います。 
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(2) つくば市都市計画マスタープラン 
  計画の概要は次の表のとおりである。 
 

表 1-8 つくば市都市計画マスタープランの概要 

 

 

 

 

 

 

 

計  画 つくば市都市計画マスタープラン 
策 定 年 平成 27 年（2015 年） 
計画期間 令和 17 年（2035 年） 

基本理念 
人と自然・科学が調和した“スマート・ガーデンシティ” 
～ みんなでつむぎ、つないでいくまち ～ 

まちづくり
の目標 

１ 豊かな自然・農村・文化・街並みを守り、引き継いでいくまち 
２ 地域文化・科学技術をいかし、世界に貢献する，活力あるまち 
３ 市民みんなで育て、守っていくまち 
４ 誰もが安全・安心を実感し、快適に暮らせるまち 
５ 人にも環境にも優しい、持続可能なまち 

関連項目 

第３章 全体構想 
第６節 公園・緑地の整備方針  
２ 公園・緑地の整備方針  
(1)公園・緑地の整備（スポーツ・レクリエーションの拠点づくり） 
◆市民のスポーツ活動の場として、スポーツ・レクリエーションの

拠点づくりを検討します。 
◆スポーツ・レクリエーション拠点においては、ユニバーサルデザ

インや防災機能に配慮するとともに、誰もが楽しめ、スポーツに
関わる様々な人々の連携、交流が図れる空間の創出を検討しま
す。 

第４章 コミュニティプラン 
第４節 豊里コミュニティプラン 
２ 整備方針 
◆上郷高校の跡地については、市西部地区の活性化を図るため、そ

の活用方策の検討を進めます。 
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図 1-6 豊里コミュニティプラン 
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(3) つくば市立地適正化計画 
    つくば市立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部である。計

画の概要は次の表のとおりである。 
 

表 1-9 つくば市立地適正化計画の概要 

計  画 つくば市立地適正化計画 
策 定 年 平成 31 年（2019 年） 
計画期間 令和 17 年（2035 年） 

基本理念 
人と自然・科学が調和した“スマート・ガーデンシティ” 
～ みんなでつむぎ、つないでいくまち ～ 

将来都市像 多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市 

まちづくり
の目標 

１ 豊かな自然・農村・文化・街並みを守り、引き継いでいくまち 
２ 地域文化・科学技術をいかし、世界に貢献する，活力あるまち 
３ 市民みんなで育て、守っていくまち 
４ 誰もが安全・安心を実感し、快適に暮らせるまち 
５ 人にも環境にも優しい、持続可能なまち 

関連項目 

第５章 その他の区域 
１．その他の区域（任意の区域）の設定 

【上郷地区】地域居住維持区域 地域生活機能維持区域 
 旧町村の中心として発展してきた市街地であり、周辺の集落等
を含めた地域の生活機能を有することから、今後も引き続き地域
生活機能の維持を図ります。 
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図 1-7 将来都市構造のイメージ 

 

 

 

 

上郷高校跡地 
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(4) つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
  計画の概要は次の表のとおりである。 
 

表 1-10 つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕の概要 

計  画 つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
策 定 年 平成 31 年（2019 年） 
計画期間 令和５年（2023 年） 
基本理念 スポーツで“つながる“まち つくば 

基本方針 
１ 「する」スポーツの重視 
２ 子ども、高齢者、障害者、成人の４つの主体 
３ 人と人との「つながり」と「交流」の重視  

基本戦略 

１ ライフステージに応じたスポーツ活動の促進 
２ スポーツを通じた交流と組織基盤の強化 
３ スポーツ環境の整備・充実 
４ スポーツ推進のための連携・協働の推進 

関連項目 

第２章 つくば市のスポーツの現状と課題 
第３節 スポーツ施設の現状と課題 
４ スポーツ関連施設及び公園の設置状況 

市営の陸上競技場は、整備されておらず、学校行事等で陸上競
技会や記録会を開催する場合には、小学校では筑波大学の陸上競
技場を借用し、北部と南部に分けて分散開催したり、中学校の陸
上競技大会は他の市の施設を借用したりしなければ開催できな
い状況があり、つくば市における公共スポーツ施設の整備や子ど
ものスポーツ環境の充実の観点から大きな課題となっています。 

13 スポーツ関連施設の課題 
本市には公式記録を取ることができる陸上競技場がなく、学校

における陸上競技大会等を市内で行えない状況もあり、市民の意
見もあることから、陸上競技場の整備を検討する必要がありま
す。 

第５章 施策の推進のために取り組む事項及び連携体制の強化 
第１節 施策の推進のために取り組む事項 
１ 陸上競技場の整備検討 

本市の小学校及び中学校では、公式の陸上競技大会を開催する
ための施設がないことから、大会を開催するために近隣の自治体
等の施設を借用する問題状況が続いており、このような状況を改
善するために公式記録のとれる陸上競技場の整備を検討する。 
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１.４ 計画地の分析 
１.４.１ 計画位置 

計画地は市街化調整区域に位置し、西側には上郷の市街地が広がり、北側
は工業専用地域の「テクノパーク豊里」が位置している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-8 位置図 
 
１.４.２ 地形 
   計画地である上郷高校跡地は、標高 20～30 メートルの関東ローム層に覆

われた筑波・稲敷台地に位置し、平坦な地形である。筑波山から南東に約
16km 離れたところにあり、敷地東側には西谷田川が、西側には小貝川と鬼
怒川が流れる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-9 計画地周辺地形図 

団地段丘：ローム台地（上位） 

低地：三角州性低地 

低地：自然堤防・砂州・砂丘 

凡例 

自然堤防・砂州・砂丘 

出典：環境アセスメントデータベース

（平成 25 年度） 

上郷高校跡地 

凡例  

 
第一種低層住居専用地域 

 
第一種中高層住居専用地域 

 
第一種住居地域 

 
近隣商業地域 

 工業専用地域 

 

上郷高校跡地 
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凡例  

 クヌギ―コナラ群集 

 シイ・カシ二次林 

 スギ・ヒノキ・サワラ植林 

 市街地 

 緑の多い住宅地 

 水田雑草群落 

 畑雑草群落 

 ススキ群団 

 果樹園 

 ゴルフ場・芝地 

 

１.４.３ 地盤 
   地形分類図（国道交通省国土情報課）より、計画地の地盤は大部分が砂礫

段丘（Mt2、砂や礫からなる階段状の丘）となっており、一部南側から連続
して谷底平野（P、河川中流部において、上流部から運ばれた土砂が堆積し、
山地の間を埋めた比較的幅の広い平坦な土地）となっている。微地形区分名
は火山灰台地である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-10 計画地周辺地質図 

 
１.４.４ 植生 

植生図（環境省、第 6・7 回植生調査）より、計画地の植生は「畑雑草群
落」、「市街地」、「緑の多い住宅地」に分類されている。周辺は「畑雑草群落」
が大部分を占め、それ以外に「水田雑草群落」、「シイ・カシ二次林」、「スギ・
ヒノキ・サワラ植林」や「クヌギ―コナラ群集」等の樹林地も点在している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-11 計画地周辺植生図 

出典：地形分類図（国土交通省、

1/50,000 土地分類基本調査）

（）国土交通省 

出典：植生図 

（環境省 第 6、7回植生調査）  

凡例  

 砂礫段丘 

 谷底平野 

 自然堤防 

 崖 

 

上郷高校跡地 

上郷高校跡地 
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１.４.５ 埋蔵文化財の状況 
   計画地が位置する筑波・稲敷台地は河川や谷に面し、台地上には遺跡が多

く分布している。 
文化財の「いばらきデジタルまっぷ」（茨城県教育庁総務企画部文化課）

より、計画地には埋蔵文化財はないが、周辺には古墳時代、中世～近世の遺
跡や古墳等の埋蔵文化財が点在している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-12 計画地周辺の埋蔵文化財の現況 

  

上郷台宿東遺跡 

上郷台宿古墳群 

上郷台宿西遺跡 

上郷権上遺跡 

手子生城跡 

木俣本田遺跡 

上郷大塚古墳 

凡例  

 
埋蔵文化財包蔵地（エリア） 

 
埋蔵文化財包蔵地（ポイント） 

 

出典：いばらきデジタルまっぷ 

上郷八幡塚 

上郷高校跡地 
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１.４.６ 土地利用状況 
   以下の土地利用現況図より、計画地の土地利用は、「文教厚生用地」に該

当する。敷地周辺の土地利用は、「農地（畑）」、「農地（田）」、「住宅用地」、
「山林」等が多いことがわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-13 計画地の周辺土地利用現況図 

 
 
１.４.７ 浸水想定区域の状況 
   計画地は、隣接する小貝川の洪水に対して、浸水の恐れがない安全な区域である。 

図 1-14 計画地周辺の浸水想定区域 

出典：平成 28 年度都市計画基礎調査 

公共用地 

文教厚生用地 

公園・緑地・公共空地 

ゴルフ場 

太陽光発電設備 

その他の空地 

防衛用地 

道路用地 

鉄道用地 

駐車場用地 

農地（田） 

農地（畑） 

山林 

原野・荒野・牧野 

水面 

その他（海浜等） 

住宅用地 

併用住宅用地 

商業用地 

工業用地 

運輸施設用地 

上郷高校跡地 

上郷高校跡地 
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１.４.８ 交通アクセス 
(1) 主なアクセス方法 

    計画地への主な交通アクセスについては以下のとおりである。 
 

表 1-11 計画地への主な交通アクセス 

手段 アクセス 

自動車 

つくばエクスプレス「研究学園駅」から約 8.0km（約 12 分） 
つくばエクスプレス「万博記念公園駅」から約 6.9km（約 10 分） 
圏央道常総 IC から約 5.8km（約 9 分） 
圏央道（仮称）つくばスマート IC（2023 年度以降供用開始予定）から約 6.2km
（約 9 分） 
常磐道谷田部 IC から約 11.7km（約 18 分） 

バス 
関鉄パープルバス「つくばセンター」から「上郷大宿」まで約 30 分 
つくバス上郷シャトル「研究学園駅」から「手子生」まで約 25 分 
つくバス西部シャトル「万博記念公園駅」から「上郷台宿」まで約 30 分 

 

 
図 1-15 道路状況図 
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(2) 自動車によるアクセス 
自家用車利用を想定すると、平均時速 40km/h で計画地から 20 分圏内

に市内の大部分を収められる。 
また、周辺にはいくつかの県道があるが、計画地へアプローチする道路

は主に市道となる。 
  

     

図 1-16 自動車による 20 分での到達圏 
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 (3) 公共交通によるアクセス 
最寄りの鉄道駅からのバスによるアクセスは３路線あり、以下のと

おりである。 
また、以下の最寄り停留所の位置図からもわかるように、いずれの最

寄り停留所も、計画地まで徒歩で８～25 分ほどかかる距離にある。つ
くバスの西部シャトルの上郷台宿（上郷小学校入口）が最も計画地から
近い。 

 
表 1-12 計画地への公共交通アクセス 

運航会社 番号 路線名 
運行頻度 
(便／日) 

最寄り停留所 
主要駅から 

最寄り停留所まで
の所要時間 

最寄り停留所から
計画地までの 

所要時間（徒歩） 
関鉄パープル 
バス 

① 
石下・ 
土浦線 

平日６ 
休日６ 

上郷大宿 
 

約 30 分 
（つくば駅） 

約 18 分 

つくば市コミ
ュニティバス 
（つくバス） 

② 
上郷 
シャトル 

平日 18 
休日 18 

手子生 
 

約 25 分 
（研究学園駅） 

約 25 分 

③ 
西部 
シャトル 

平日 18 
休日 18 

上郷台宿 
（上郷小学校 

入口） 

約 30 分 
（万博記念公園駅） 

約 8 分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-17 計画地の最寄り停留所の位置 

①関鉄パープルバス 
（石下・土浦線） 

②つくバス 

（上郷シャトル） 
上郷大宿 

手子生 

上郷台宿 
（上郷小学校入口） 

上郷高校跡地 

③つくバス 
（西部シャトル） 
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１.４.９ 防災施設の状況 
隣接する上郷小学校は、つくば市の指定避難所となっている。 
また、旧上郷高校の体育館は現在、防災用備品倉庫として利用されている。 

 
 
１.４.10 景観 
   つくば市の景観構造は下図のとおりで、計画地は自然地形の眺望と田園

の景観を形成するゾーンと水辺の景観軸周辺に位置する。 
   計画地の周囲には農地が広がるとともに低層戸建住宅を中心とした住宅

地が点在し、高い建物はなく開けた空間となっている。また計画地から
は、北東に位置する筑波山まで視線軸が通り、筑波山を望める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-18 つくば市の景観構造 

上郷高校跡地 

出典：つくば市景観計画（平成 24 年） 
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１.４.11 インフラの整備状況 
(1) 上水道 

    上水道は、敷地南側の市道１級 40 号線と東側の 3-2133 号線に整備さ
れている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-19 インフラ現況図・上水道 

 
 
 
 

上郷高校跡地 

凡例  

 
上水（本管） 

 
上水（支管） 

 

出典：つくば市都市計画マップ及び上水道台帳を基に編集 
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１.４.11 インフラの整備状況 
(2) 下水道 

    下水道は、敷地南側の市道１級 40 号線と西側の市道２級 22 号線等に
整備されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1-20 インフラ現況図・下水道 

 
 

(3) 電気・通信 
    敷地内に電柱の存在が確認できる。 
 

(4) ガス 
    対象地は都市ガスの供給エリア外となる。 

上郷高校跡地 

凡例  

 
下水管 

 

出典：つくば市都市計画マップ「下水道台帳」を基に編集 
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第２章  基本計画 
 
２.１ 基本方針 
２.１.１ 課題の整理 
   本市のスポーツ環境における課題と計画地における課題を整理する。 
 

(1) 市内に公認記録の取れる陸上競技場がないため、中学校体育連盟主催
の大会や市主催の大会等は、他自治体の施設を借用して開催するなど、非
常に不便な状況が続いている。（図 2-1 参照） 

 
(2) 市内のスポーツ施設は、バリアフリーに十分に対応した施設が少なく、

障害者にとって利用しやすいスポーツ環境であるとは言えない。 
 
(3) 計画地の敷地南側には既存建築物が残されており、主要施設である校

舎や体育館は築年数が約 40～50 年を経過している。また、耐震補強工事
が未改修の施設もある。（表 2-1、図 2-2 参照） 

 
(4) 計画地は、敷地全体の面積が約 7ha であるが、市道 3-2189 号線によっ

て南北に分断されている。（図 2-3 参照） 
 

(5) 計画地における平日夕方の時間帯は、敷地西側にある上郷小学校の児
童が、市道 3-2189 号線を通って、敷地東側にある上郷児童館へ通ってい
る。（図 2-3 参照） 

 
(6) 計画地の敷地東側の市道 3-2133 号線は、片側１車線道路で幅員に余裕

がありバス等の通行に問題はないが、市道 3-2135 号線、3-2187 号線及び
3-2189 号線は幅員が狭い。（図 2-3 参照） 

 
(7) 計画地は、公共交通（バス）によるアクセスが不便である。 

 
(8) 計画地周辺は住宅地であるため、地域への配慮が必要である。 
 
(9) 上郷地区には、地域の住民が気軽に集い交流できる場所がなく、50 人

から 60 人程が集まれる屋内施設の設置要望がある。 
 
(10) 平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川の決壊により、常総市か
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らの避難者が豊里地区に避難している。 
 
 

 
図 2-1 茨城県内の陸上競技場 
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表 2-1 既存建築物の概要 

 

       

図 2-2 既存建築物の位置 

延床面積

 (㎡)

① 旧体育館 908 2階 鉄骨鉄筋コンクリート 未改修 1960年3月 62年

② 本館 2,490 4階 鉄筋コンクリート 改修済 1972年5月 50年

③ プール付属棟 76 1階 コンクリートブロック 未改修 1975年3月 47年

④ 特別教室棟 2,033 4階 鉄筋コンクリート 改修済 1980年1月 42年

⑤ 体育館 1,560 2階 鉄筋コンクリート 未改修 1985年2月 37年

⑥ 格技場 357 1階 重量鉄骨 未改修 1985年3月 37年

⑦ 本館(増築館) 665 2階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年10月 37年

⑧ 特別教室棟(増築部) 641 3階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年10月 37年

⑨ 合宿所 506 2階 鉄筋コンクリート 新基準 1985年11月 37年

⑩ 運動部室 262 2階 鉄骨鉄筋コンクリート 新基準 1993年6月 29年

築年数番号 名称 階数 構造 耐震 建築年月
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図 2-3 計画地周辺の道路状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市道 3-2660 号線 

市道 3-2135 号線 

市道 3-2187 号線 

市道 3-2133 号線 

市道 1級 40 号線 

市道 2級 22 号線 

市道 3-2189 号線 

上郷高校跡地 

上郷幼稚園 

上郷小学校 

児童館 

児童館 
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２.１.２ 基本方針の設定 
   課題へ対応するために、以下のとおり基本方針を設定する。 
 

(1) 誰もが利用できる施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 障害者スポーツ 
 
 
 
 

 
 
 

(3) 地域の交流拠点 
 

    
 
 
 

(4) 防災機能 
 
 
 
 
 

ＳＤＧｓの基本理念を取り入れ、障害者、高齢者、子どもたちなど
市民の誰もが利用できる施設整備 

◆競技者：公認記録の取れる陸上競技大会が開催できる施設 
 ◆障害者：陸上競技大会、障害者施設による利用、管理者による教

室（競技、機能維持）ができる施設 
 ◆高齢者：陸上競技大会やグラウンドゴルフができる施設 
 ◆子ども：小・中学校や高校の陸上競技大会や部活動での利用がで

きる施設 
      小・中学校、幼稚園や保育所の運動会ができる施設 
 ◆誰でも：年齢等を問わず、ウォーキングや軽運動等ができる施設 

障害者スポーツ施設の整備を図り、身近な地域でスポーツに参加でき
ることや、障害者スポーツを学び、支え、障害者と一緒にスポーツを楽
しむことができる施設整備 
 ◆障害者スポーツ大会、体験イベントやサポーター養成教室が開催で

きる施設 

地元住民が日常的にウォーキング等を楽しみながら、気軽に集い、賑
わい、地域が活性化するための交流拠点としての施設整備 

昨今頻発する激甚災害等に備えた、広域の避難場所や物資輸送の中継
地点等の役割を想定した施設整備 



32 

 

２.２ 導入施設・機能 
２.２.１ 導入施設・機能の検討 

(1) スポーツ団体等からの意向・要望による検討 
スポーツ団体等からの意向・要望を考慮し、導入施設・機能について以

下のとおり整理する。 
 

ア 陸上競技団体からの意向 
つくば市陸上競技協会代表者へ陸上競技場の整備についてヒアリン

グを行ったところ、天然芝整備のインフィールドや 5,000 人規模の観客
席を備え、茨城県大会規模が開催できる第３種公認の陸上競技場を整
備してほしいとの意見があった。また、陸上競技場のほか、200m 程度
のサブトラック、ウォーミングアップに使える多目的広場、1.5～2.0 ㎞
のジョギングコース、陸上競技場周辺の緑地帯、雨天時に利用できる体
育館及び屋内の研修施設・宿泊施設等の希望があった。 

さらに、現在、筑波大学を会場として実施しているつくば陸上競技選
手権大会において、参加者約 2,000 人で、500 台規模の駐車場が必要で
あるとの意向を確認した。 

 
イ つくば市ＰＴＡ連絡協議会の桜並木学園、紫峰学園及び大穂学園から

の要望 
平成 29 年（2017 年）11 月につくば市ＰＴＡ連絡協議会から提出さ

れた「教育環境および学校施設・整備等に関する要望書」において、小
中学校が他施設を借用して陸上競技大会を開催していることを踏まえ、
市内に公認記録が取れる陸上競技場の建設について、桜並木学園（並木
中、並木小、桜南小）、紫峰学園（筑波東中、筑波小、北条小、小田小）
及び大穂学園（要小）から要望があった。 

 
ウ つくば市中学校体育連盟からの意向 

令和４年度（2022 年度）のつくば市中学校体育連盟所属の部活動部
員数は、「テニス」が最も多く 885 人、次いで「バスケット」が 708 人、
「卓球」が 646 人、「陸上」が 496 人となっている。 

また、陸上部以外の部活動は市内で大会や練習試合が開催できるの
に対して、陸上部については大会はもとより練習試合すらも市内で開
催できないという状況が続いている。 
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(2) 上位計画等による検討 
上位計画等から、導入施設・機能について以下のとおり整理する。 
 
ア 第３期スポーツ基本計画 

スポーツ基本法に基づく第３期スポーツ基本計画では、スポーツの
価値を高めるための新たな３つの視点を掲げている。以下で、３つの視
点それぞれにおける重点施策の一例を記す。 
(ｱ) スポーツを「つくる／はぐくむ」 

      性別、年齢、障害の有無に関係なく、多様な主体それぞれがスポー
ツに参画できる環境の構築等 

 
    (ｲ) スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 
      施設の整備やプログラムの提供、啓発活動等を通じて、様々な立

場・状況の人があつまり、ともにスポーツを楽しめる環境の構築等 
 
    (ｳ) スポーツに「誰もがアクセスできる」 
      オープンスペース等のスポーツができる場の創出、スポーツ施設

のユニバーサルデザイン化の推進等 
 

イ つくば市スポーツ推進計画〔中間年度見直し版〕 
     つくば市スポーツ推進計画では、「スポーツで“つながる”まち つくば」

を基本理念として、４つの基本戦略を掲げている。以下で、４つの基本
戦略それぞれにおける施策の一例を記す。 
(ｱ) ライフステージに応じたスポーツ活動の促進 
  成人、子ども、高齢者、障害者のスポーツ活動の促進 
 
(ｲ) スポーツを通じた交流と組織基盤の強化 
  住民が参画するスポーツイベントの機会の提供 
 
(ｳ) スポーツ環境の整備・充実 

      スポーツ施策及び関連する公共空間の整備及び維持管理 
 

(ｴ) スポーツ推進のための連携・協働の推進 
      スポーツ団体、大学及び研究機関との連携・協働 
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(3) 利用者数の想定による検討 
利用者数の想定から、導入施設・機能について以下のとおり整理する。 

ア 同時来場者数の考え方 
(ｱ) 市内の中学生の陸上競技大会開催に必要な観客数の想定 

     つくば市の公立中学校 12 校と義務教育学校 4 校の計 16 校の生徒
総数は、令和 4 年（2022 年）4 月時点で 6,612 人である。この１/４
程度の 1,600 人が選手又は応援として参加し、さらに教職員、関係者
及び父兄が合計 600 人程度参加すると想定した場合、合計で 2,200 人
程度の観客席スペースの確保が必要となる。 

 
   (ｲ) つくば市陸上競技選手権大会の開催に必要な観客数の想定 
     つくば市陸上競技選手権大会の参加者は、約 2,000 人程度である。 
 
   (ｳ) 同時来場者数の想定 
     (ｱ)と(ｲ)を基に、競技進行に伴い順次参加選手と観戦者等が入れ替

わる利用実態を想定し、同時滞在率を８割程度と考えると、大会の同
時来場者数は最大 1,800 人程度と想定される。 

     ・参加者及び観戦者等数 ＝ 2,200 人 
・同時滞在率      ＝   80％ 
・最大同時来場者数   ＝ 1,800 人 

 
イ 必要となる駐車区画数の想定 

(ｱ) 交通手段分担率と駐車場利用者数 
      「つくば市スポーツ環境に関するアンケート調査（平成 29 年３月）」

では、よく利用しているスポーツ施設までの移動手段として、「バイ
ク・自家用車」と回答した方の割合が最も高く 82.7％となっている。
したがって、自家用車用の駐車場規模算定に用いる交通手段分担率
としてこの数値を採用する。 

 
(ｲ) 必要となる普通車駐車区画数（一般利用者用） 

      普通乗用車の乗車人数（１台への同乗者数）について 2.1 人/台と
設定し、上記の交通手段分担率（自家用車分担率：82.7％）を用いて、
駐車区画需要を算出する。 

      最大同時来場者数 ÷ 乗車人数 × 交通手段分担率 
       ＝1,800(人)÷2.1(人/台)×82.7％≒708(台)…最大駐車区画数 
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(ｳ) 必要となる普通車駐車区画数（身体障害者用） 
      高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（政

令第 379 号）の第 17 条の移動等円滑化基準の規定により、「駐車台
数が 200 を超える場合は、駐車台数の 1/100 に 2 を加えた数以上の
車いす使用者駐車施設を設ける」となっていることから、これを基に
算出する。 

      最大駐車区画数 × 1/100 ＋ ２ 
      ＝708(台)×1/100＋２＝９.08≦10（台)…身体障害者用駐車区画数 
 

(ｴ) 大会時に必要となるバス用駐車区画数 
      バス利用については、大会時の選手の団体のみを想定し、応援団等

の観客は自家用車と公共交通機関での来場を前提とする。 
      市内の中学校の大会を想定すると、令和４年度（2022 年度）のつ

くば市中学校体育連盟所属の中学校全てがバス１台で来場すると想
定すると、計 18 台が必要となる。また、一般的な大型バスで補助席
を除いた正座席数を 45 席とし、そのうち５席を教職員分とした上で、
陸上部員数が１校当たり 40 人を超える学校は５校あることから、こ
れらを基に算出する。 

      中学校体育連盟所属学校数 ＋ 陸上部員が 40 人を超える学校数 
       ＝18(校)＋５(校)＝23(校)…バス駐車区画数 
 

(ｵ) 駐車台数のまとめ 
      普通車用   708 台 
      身体障害者用  10 台 
      バス用    23 台 
 

(4) 課題解決による検討 
課題の解決のため、導入施設・機能について検討する。 

ア バス停の設置 
「1.4.8 交通アクセス」の「(3) 公共交通によるアクセス」のとおり、

最寄りの鉄道駅からのバスによるアクセスは３路線あり、最も近い停
留所は「つくバスの西部シャトルの上郷台宿（上郷小学校入口）」であ
るが、徒歩８分となっている。利用者の利便性を考慮すると、より施設
近郊へのバス停設置が望ましい。 

 
 



36 

 

イ 防災機能の設置 
平成 27 年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川の決壊により、常総市か

らの避難者約 1,000 人が豊里地区に避難している。 
昨今頻発する激甚災害等に備えて、広域の避難場所、物資輸送の中継

地点や災害用品の備蓄倉庫等、防災機能を設置することが望ましい。 
 

ウ 地域の交流拠点 
     上郷地区では、地元の祭りやイベント等の地域活性化のためのイベ

ント等の活動を積極的に行っているが、イベントや日頃の活動等で 50
～60 人程が集まれる屋内施設の設置が望ましい。 

 
エ 地域への配慮 
  陸上競技大会や日常利用時における騒音、光害及び交通渋滞等の発 

生に対して、地域住民に配慮した施設整備が望ましい。 
 
オ 市道 3-2189 号線を通って上郷児童館へ通う上郷小学校児童への配慮 
  上郷小学校の児童が、平日夕方の時間帯に市道 3-2189 号線を通って

上郷児童館へ通っている。陸上競技場の整備後も、なるべく迂回せず、
施設内を通れるように園路を整備する必要がある。 

 
カ 既存建築物の取り扱い 

 
 
 
 

キ 計画地の敷地を分断する市道 3-2189 号線の取り扱い 
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２.２.２ 導入施設・機能の設定 
検討の結果、必要な施設・機能について、以下のとおり設定する。 
 

表 2-2 導入施設・機能の設定 
施設 機能 

走路 ・第４種公認（第３種相当整備） 
・400ｍトラック１面（全天候型舗装８レーン） 

雨天走路  

インフィールド ・天然芝（サッカー等の多目的な球技の利用を想定） 

管理棟 

・管理事務所 

・本部室、放送記録室、審判控室、医務室、控室 

・多目的室（会議室） 

・トイレ（男・女・多機能） 

・更衣室、シャワー室 

・地域の交流拠点 

観客席 ・メインスタンド 1,800 席 
・芝生スタンド  2,500 席 

倉庫 
・第３種相当の用器具や備品の格納スペース 
・障害者スポーツの要器具や備品の格納スペース 

電気設備 
・電光掲示板 
・夜間照明 

多目的広場 ・サブトラック 

園路 
・ウォーキングコース、ジョギングコース 
・誰もが日常的に自由に通れる園路 

屋外トイレ ・災害対応も考慮した男・女・多機能の施設 

防災機能 
・避難場所、物資輸送の中継地点 
・災害用品の備蓄倉庫 

駐車場 
・普通車用   708 台 
・身体障害者用 10 台 
・バス用    23 台 

駐輪場 ・自転車用 100 台 
バス停 ・研究学園駅及び万博記念公園駅からのバスルート 
施設全体 ・誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン施設 
地域への配慮 ・騒音、光害及び交通渋滞に配慮した施設 



 資料３ 

ワークショップについて 
 
１ 障害者スポーツ・バリアフリーに関するワークショップについて 
 

(1) ワークショップ開催の目的 
・障害者スポーツを行う場合や、障害のある方が利用する場合における検討 

 
(2) スケジュールと各回の会議テーマ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 参加者の募集方法（最大で 20 人程度） 
①障害者団体や障害者スポーツ団体 

・代表者の出席を依頼 
・身体的障害者、精神的障害者、知的障害者、指導や支援を行う方 

②市民 
・つくば市ＨＰで募集（令和５年３月） 

 
(4) ワークショップの進め方 

①リーダー 
・香田 泰子 委員（筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 教授） 

②場所 
・つくば市役所内の会議室 

開催時期 概要 会議テーマ 

令
和
５
年 

３月  ワークショップ参加者の
募集 

 

４月  第１回ワークショップの
開催 

 つくば市が策定する基本計画の説明 

 バリアフリー、ユニバーサルデザインにつ
いての意見交換（ハード面） 

４月  第３回策定検討会議の開催 
（第１回ワークショップの進捗状況の報告） 

５月  第２回ワークショップの
開催 

 障害者スポーツについて意見交換（ソフト
面） 

６月  第３回ワークショップの
開催 

 第１回、第２回の意見の総括 

 策定検討会議への提出意見の取りまとめ 

７月  第４回策定検討会議の開催 
（ワークショップ意見等の取りまとめ結果の報告） 



 資料３ 

 
２ 陸上競技・大会運営に関するワークショップについて 
 

(1) ワークショップ開催の目的 
・実際に競技で利用される場合や、大会を運営する立場における検討 

 
(2) スケジュールと各回の会議テーマ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 参加者の募集方法（最大で 15 人程度） 
①陸上競技関係団体、筑波大学の教員や学生等 

・競技関係……トップアスリート３人、学生３人（走跳投それぞれ１人ずつ） 
・運営関係……教員３人（走跳投それぞれ１人ずつ）、コーチ１～２人 

②市民 
・つくば市ＨＰで募集（令和５年３月） 

 
(4) ワークショップの進め方 

①リーダー 
・大山 卞 圭悟 委員（筑波大学 体育科学系 准教授） 

②場所 
・つくば市役所内の会議室 

開催時期 概要 会議テーマ 

令
和
５
年 

３月  ワークショップ参加者の
募集 

 

４月  第１回ワークショップの
開催 

 つくば市が策定する基本計画の説明 

 メンバーが持ち寄った意見の洗い出し 

 施設の配置場所や風向き、必要な施設や機
能、その他 

４月  第３回策定検討会議の開催 
（第１回ワークショップの進捗状況の報告） 

５月  第２回ワークショップの
開催 

 第１回目で洗い出された意見についての
意見交換 

６月  第３回ワークショップの
開催 

 第１回、第２回の意見の総括 

 策定検討会議への提出意見の取りまとめ 

７月  第４回策定検討会議の開催 
（ワークショップ意見等の取りまとめ結果の報告） 



令和 4年 (2022年 ).′ 3月 29日

つくば市長 五十嵐 立青 様

つくば市大規模事業評価委員

委 員 長  横 張

大規模事業評価について (答 申)

令和3年 (2021年)9月 8日 付け文書3つ くば企第130号にて諮問のあうたことに
ついて、別添のとお り答申します。

082201755
テキストボックス
参考資料１



別紙 

2 

調査・審議結果調書 

 

令和３年（2021 年）９月８日付け文書でつくば市長から諮問のあった「（仮称）つ

くば市陸上競技場整備事業」について、自己評価調書及び関係書類に基づき、次の視

点で当委員会が調査・審議を行った結果、事業実施とした市の評価は、「概ね妥当」と

考える。 

 

○ 事業の必要性 

○ 事業の妥当性 

○ 事業の優先性 

○ 事業の有効性 

○ 事業の経済性・効率性 

○ 地域への対応 

 

主な、調査・審議内容は、次のとおりである。なお、当委員会が審議結果を「概ね

妥当」とする理由は、各視点の所見に示すとおりである。 

 

 

1. 事業の必要性 

（１）調査内容 

自己評価調書の【事業概要】にて記された、「市ＰＴＡ連絡協議会やスポーツ団体

などから陸上競技場の整備の要望が強くある。そのため、「小中学生の公式記録が

取れるとともに、つくば市陸上競技選手権大会が開催できる陸上競技場を整備する」

こと」といった記載や、【市民ニーズ等】にて記された市民ニーズがまとめられた一

覧がある。また、【市が担う必要性及び市が実施する必要性】にて記された「長年に

渡る意向を踏まえると、本市が陸上競技場を整備する必要がある」や「当該施設は

その性質上、採算が取れる施設ではないため、民間事業ではなく公共事業として実

施する必要がある」といった記載がある。 

自己評価調書の【事業概要】及び【市民ニーズ等】で挙げられている市民から受

けた強い要望が市の事業立案背景に関わっている重要な要素であることから事実

関係を確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第５回委員会資料 2[p１]、別

紙１1、別紙５2）を確認した。 

                         
1 第５回委員会資料別紙１：各種団体等からの要望（写） 
2 第５回委員会資料別紙５：スポーツ施設の現状 
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基本構想「2.1 整備に向けた基本的な考え方」では、「小中学生の公式記録が取れ

るとともに、つくば陸上競技場選手権大会に含まれる投てき種目も実施できる施設

整備」と「SDGs の基本理念を取り入れ、障害者、高齢者、子どもたちなど市民の誰

もが、安全・安心に利用できる施設整備（健常者と障害者が一体で利用できる環境

づくり）」の２つの柱立てがされているが、自己評価調書の【事業概要】では、後者

が確認できなかったため、第２回委員会で指摘し、追加提出資料（第３回委員会資

料 1-13）を確認した。 

自己評価調書の【市が担う必要性及び市が実施する必要性】で挙げられた内容に

ついて、市が当該事業の必要性をどのように評価し、また、他自治体や民間企業、

筑波大学等との連携といった代替となる整備手法についての検討結果が確認でき

なかったため、どのような検討がなされたのか確認できる書類の提出を求め、追加

提出資料（第５回委員会資料２）にて確認した。 

（２）調査結果 

平成 29 年 11 月 21 日につくば市ＰＴＡ連絡協議会から市が提出を受けた要望書

を確認し、桜並木学園（並木中、並木小、桜南小）、紫峰学園（筑波東中、筑波小、

北条小、小田小）、大穂学園（要小）から陸上競技場新設の要望を受けていることを

確認した。また、要望の背景として、①筑波大学グラウンドの場合は、大学の授業

が優先で９月後半の暑い時期にしか借用できず、熱中症が懸念されること、②石岡

市総合運動公園陸上競技場を利用する場合は、長距離バス移動と生徒輸送費が課題

と挙げられていること、③筑波大学内には児童らの送迎バスや見学に来る保護者の

駐車スペースの課題や中学校部活動における陸上競技の練習環境に課題があるこ

と、を確認した。 

市が実施した「つくば市スポーツ環境に関するアンケート調査」における設問「今

後新たに作ることが必要だと市民が考える公共スポーツ施設」の地区別集計結果、

年齢層別集計結果でみても「陸上競技場」、「ウォーキングコース」、「多目的広場」

が高いニーズとなっており、一定の利用が期待できると判断していることを確認し

た。 

茨城県内における陸上競技場の施設規模や大会の開催状況、利用状況等の事例整

理が行われており、事例調査では、平日は毎日、休日は主に土曜日に部活動での利

用が活発であり、利用率も高いことが確認された。また、つくば市における需要に

ついては、つくば市内の中学校における陸上部員数は 400 人を超え、高等学校の７

校中６校に陸上部があるなど、部活動における陸上競技が盛んであること、その他

の団体からの利用要望もあることから一定の利用を見込んでいることを確認した。 

以上、小中学校における陸上競技大会の開催状況や各種団体からの要望に加え、

                         
3 第３回委員会資料 1-1:（仮称）つくば市陸上競技場整備基本構想【補足資料】 
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市内のスポーツ施設の現状等を考慮した結果、活発な利用が見込まれることから、

市が事業推進の必要があると判断したことを確認した。 

整備手法については、市が単独事業として整備することを前提に、基本構想の策

定時には他市町村等との協議等の検討は行われてこなかったことを確認した。第２

回委員会にて指摘を行った他の主体との共同事業の可能性検討については、第３回

委員会にて、これまで借用実績のあった筑波大学及び陸上競技場を保有する近隣自

治体である土浦市と意見交換を行った結果、「連携は難しい」との回答を受けた旨

の説明があった。 

一方、陸上競技場を保有していない近隣の市町村であるつくばみらい市では、龍

ケ崎市の陸上競技場を借用し陸上競技会を実施していることから、市が新たに陸上

競技場を整備した場合、近隣市町村からの利用が見込まれることを確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「事業の必要性」の視点について、当

委員会の所見は以下のとおり。 

事業の必要性について、概ね妥当な評価が行われていると考えられる。 

ただし、市が大規模な施設整備等の事業を実施する際には、人口減少等の社会動

向を見据えつつ、原則として単独での事業実施は避け、他の事業や主体との共同に

よる事業可能性について検討する視点が必要となると考えられる。具体的には、事

業の構想過程において、庁内における他事業との共同実施や、企業や他自治体、国

公立の研究・教育機関等の主体との共同実施の可能性等、様々な事業実施方法を検

討し、それらを相互比較しつつ、そのプロセスも開示しながら、最も妥当な実施方

法を選択すべきである。 

また、市が当委員会からの答申を受け、本施設整備事業を進めるにあたっては、

他自治体や市内の研究・教育機関における施設整備等の動向を注視し、共同利用等

の可能性を検討することや庁内における他事業との連携について、引き続き考慮さ

れたい。 

 

2. 事業の妥当性 

（１）調査内容 

自己評価調書の【需要予測】にて記された、小中学校の陸上競技の記録会（計６

回）や部活動、インフィールドにおけるサッカーやグランドゴルフなどの日常利用、

園路や多目的広場におけるジョギングやウォーキングなどの日常の憩い空間とし
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ての活用といった記載がある。どのような需要予測をもとに、建物に必要な機能の

整理をしたか、また、この施設を整備することにより、実現される政策効果（どの

ような市民にどのようなメリットあるのか）を見込んでいるか確認できなかったた

め、確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第３回委員会資料 1-2、第５回

委員会資料 2[p11]、別紙 134 ）を確認した。 

自己評価調書の【他の整備候補地との比較】で挙げられた「陸上競技場整備に関

する学校跡地調査（平成 31 年２月）」と基本構想策定過程で行われた上郷高校跡地

と高エネ研南側未利用地との比較といった「整備候補地」として上郷高校跡地が導

出される過程において、どのような検討がなされたのか確認できなかったため、確

認できる書類の提出を求め、追加提出資料（第５回委員会資料 2、別紙６5、別紙８
6、別紙９7、別紙 108、別紙 119、別紙 1210）を確認した。 

（２）調査結果 

需要予測については、第２回委員会にて指摘を行い、「（仮称）つくば市陸上競技

場利用シミュレーション」11の提示を受けたが、改めてこのシミュレーションの計

算根拠が確認できる資料を求め、「陸上競技場利用シミュレーション12」にて市が主

催する各種大会と教室、民間スポーツクラブへのヒアリング結果、基本構想策定検

討会議での検討事項を基に作成されたことを確認した。事業規模については、需要

予測も踏まえて、市は、平日には高齢者・障害者向けのスポーツ教室や部活動等が

行われ、休日には陸上競技記録会等各種大会が開催されるといった利用を想定して

いることを確認した。 

政策効果については、「つくば市スポーツ推進計画13」の第３章第３節基本目標及

び数値目標では、「成人の週１回以上のスポーツ実施率を 65％以上にする」、「障害

者スポーツに関する取組の認知度を 50％以上にする」等の成果指標を設けており、

陸上競技場を整備し、これらの目標達成に寄与するための取組を行うことで達成に

貢献する計画であることを確認した。また、アンケートで今後新設する必要がある

施設として、陸上競技場・ウォーキングコース・多目的広場が高いニーズであるこ

                         
4 第５回委員会資料別紙 13：陸上競技場利用シミュレーション 
5 第５回委員会資料別紙６：陸上競技場整備に関する学校跡地調査候補地の選定と整備イメージ【概要
資料】 
6 第５回委員会資料別紙８：第１回陸上競技場整備基本構想策定検討会議配布資料 
7 第５回委員会資料別紙９：第２回陸上競技場整備基本構想策定検討会議配布資料 
8 第５回委員会資料別紙 10：第３回陸上競技場整備基本構想策定検討会議本編 
9 第５回委員会資料別紙 11：第４回陸上競技場整備基本構想策定検討会議資料１ 
10 第５回委員会資料別紙 11：第５回陸上競技場整備基本構想策定検討会議資料１ 
11 第３回委員会資料 1-2：（仮称）つくば市陸上競技場利用シミュレーション 
12 第５回委員会資料別紙 13：陸上競技場利用シミュレーション 
13 第５回委員会資料別紙４：つくば市スポーツ推進計画 
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とから、市民満足度の向上を見込んでいることを確認した。 

「整備候補地」の検討については、厳しい財政状況を考慮して、公有地の利活用

推進が第一の選択肢であると判断し、市内学校跡地の利活用可能性について調査14

を行い、比較検討の結果、上郷高校跡地を整備候補地とし、基本構想の検討を始め

たことを確認した。その後、基本構想策定検討会議において、上郷高校跡地と高エ

ネ研南側未利用地との比較検討の結果、上郷高校跡地を整備候補地として決定した

ことを確認した。 

基本構想「3.2 比較評価」では、（１）基本条件、（２）コスト、（３）事業進捗の

速度、（４）敷地内及び隣接部の条件、（５）関連施策等との関係、（６）環境・景観

条件の比較を行い、基本構想「3.3 整備候補地の選定」には、「コスト」と「事業進

捗の速度」の面で優れ、着実に整備を進めるべきという観点から上郷高校跡地を整

備候補地として採用した旨の記載があるが、比較評価として項目を挙げた６点のう

ち残りの４点（「基本条件」、「敷地内及び隣接部の条件」、「関連施策等との関係」、

「環境・景観条件の比較」）の結果が明確になっていない。この４点については、両

候補地とも同等程度の評価結果であったことを担当課への聞き取りにより確認し

た。 

「整備候補地」の検討にあたり、市が保有する既存施設である「茎崎運動公園」

の拡張による対応の可能性については、当該施設は、現在も利用されている施設で

あることや現在の敷地では駐車場が確保できないこと、地理的中心から距離がある

ことなどから、整備候補地から除外したことを聞き取りにより確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「事業の妥当性」の視点について、当

委員会の所見は以下のとおり。 

事業の妥当性について、事業規模・候補地選定に関しては、想定される需要を上

回る過度な施設整備計画とはなっておらず、整備候補地の比較が行われるなど、概

ね妥当と認められる。 

ただし、現事業計画は、企画・構想段階であり、基本計画、基本設計等の検討を

進める際は、庁内関係部署と適時・適切な情報交換を行うなど、計画の整合性を図

りつつ検討を進めることが望ましい。 

 

3. 事業の優先性 

                         
14 第５回委員会資料別紙６：陸上競技場整備に関する学校跡地調査候補地の選定と整備イメージ【概
要資料】 
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（１）調査内容 

自己評価調書の【課題解決のため又は他事業との整合性から見た事業着手時期の

適切性】にて記された、陸上競技場の整備は市民要望の高い長年の課題であるにも

関わらず、実現に至っていないため、これ以上先延ばしにすることなく早急に事業

着手することが適切といった記載がある。また、第１回委員会基礎資料５15、資料

２16の施設の配置（ゾーニング図）にて、陸上競技場（サッカー場含む）、ウォーキ

ングコース、多目的広場等を含む複合的な施設として整備予定であることが示され

ている。 

当該事業が他の行政サービスや、他の公共施設整備事業や既存施設の更新等より

優先して行われるべき事業なのか、本施設整備事業を実施することが市の財政に与

える影響が高いかどうか検証するため、これらの機能を備える既存施設の充足度を

確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第３回委員会資料２17[p2]、第５回

委員会資料２[p3]、別紙５18）を確認した。 

（２）調査結果 

「年間支出額シミュレーション」にて、陸上競技場の整備に係る工事費について

は、地方債を活用し、財政支出を平準化することで単年度当たりの負担を軽減させ

ることから、他に必要な事業実施を選択する際の大きな制約になる等市の財政に影

響を与えるものではないことが検討されていることを確認した。 

「スポーツ施設の現状」つくば市内体育施設等一覧表にて、「アリーナ」や「テニ

スコート」は市内全域に整備されているが、サッカー場は３か所と数が少なく稼働

率が高いことを確認した。また、「つくば市スポーツ環境に関するアンケート調査

（平成 28 年実施・回答数 2,148 人）」にて「今後どのような公共施設が必要か」の

集計結果から、陸上競技場・ウォーキングコース・多目的広場が高いニーズである

ことを踏まえた施設構成であることを確認した。 

「つくば市スポーツ施設個別施設計画」における「建物劣化状況一覧表」と「中

長期整備計画」にて、既存施設の維持管理や更新方法等の中長期的な方針をまとめ

た市の計画があることを確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「事業の優先性」の視点について、当

委員会の所見は以下のとおり。 

                         
15 第１回委員会基礎資料５：（仮称）つくば市陸上競技場整備基本構想 
16 第１回委員会資料２：（仮称）つくば市陸上競技場整備事業概要 
17 第３回委員会資料２：第２回大規模事業評価委員会【質問に対する回答】 
18 第５回委員会資料別紙５：スポーツ施設の現状 



別紙 

8 

事業の優先性については、妥当であると認められる。 

 

4. 事業の有効性 

（１）調査内容 

自己評価調書の【課題解決又は政策目標達成への有用性及び有効性】にて記され

た、陸上競技場を整備することで課題の解決及び政策目標が達成されるため、有用

性及び有効性があると判断できるといった記載がある。また、自己評価調書の「事

業の妥当性」という観点として、【需要予測】にて記された、各種陸上競技の記録会

以外の市民の声として、整備予定地である豊里地区の期待感が高いことは委員会に

おける説明から伺える。 

しかしながら、高齢者や障害者が気軽にスポーツを楽しめる施設であることや、

防災機能の目的も合わせ持つことから、上郷地区のみならず、市全体における需要

を見込んでいるか確認できなかったため、確認できる資料の提出を求め、追加提出

資料（第５回委員会資料 2[p2]、別紙３19、別紙４[p70-71]20）を確認した。 

（２）調査結果 

「つくば市スポーツ推進計画」の第３章第３節基本目標及び数値目標では、「成

人の週１回以上のスポーツ実施率を 65％以上にする」、「障害者スポーツに関する

取組の認知度を 50％以上にする」等の成果指標を設けており、陸上競技場を整備し、

これらの目標達成に寄与するための取組を行うことで達成に貢献する市全体の計

画であることを確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「事業の有効性」の視点について、当

委員会の所見は以下のとおり。 

事業の有効性については、妥当であると認められる。 

 

5. 事業の経済性・効率性 

（１）調査内容 

自己評価調書の【概算事業費の適切性】にて記された、概算事業費はセミナーハ

                         
19 第５回委員会資料別紙３：市長公約事業のロードマップ 
20 第５回委員会資料別紙４：つくば市スポーツ推進計画 
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ウスの整備費、校舎・体育館の解体費等を含まず、大まかな工事費をイメージする

ためのものであるといった記載がある。 

評価の妥当性を検討するにあたり、基本構想策定時点で算出した整備費用が設計

段階、工事発注段階、供用までにどれだけ膨らむ可能性があるかを把握することは、

重要な点であると考えている。このことから、調書に記載されている情報以外に、

アクセス道路の拡張等の付帯するインフラコスト等想定している関連費用がある

か聞き取りを行い、確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第５回委員会資

料２[p8]、第６回委員会資料２21、第１回委員会基礎資料５22[p33]）を確認した。 

自己評価調書の【維持管理費及び運営費の適切性】にて記された、施設の維持管

理費は、受付などの管理運営、トラックやインフィールドのメンテナンスや施設清

掃等の日常的な管理、機器類等の保守点検等の作業内容が必要と考え、概算で年間

8,000 万円程度の費用が見込まれるといった記載がある。 

評価の妥当性を検討するにあたり、施設整備後施設を保有し続けるには、市が自

己評価で見込んでいる毎年必要な維持管理費や保守点検費用に加え、大規模修繕費

用も将来費用として想定しておくことも重要な点であると考えている。このことか

ら、調書に記載されている情報以外に想定している関連費用があるか聞き取りを行

い、確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第２回委員会資料２23）を確認

した。 

（２）調査結果 

第５回委員会資料２[p8]（５）概算工事費では、セミナーハウスの整備等にかか

る費用として、既存校舎を解体し新設する場合は、解体費用と新設費用をあわせて

最大約５億円が見込まれることを確認した。 

当該施設整備による付随的に必要となる費用は、「道路の拡幅にかかる費用」と

して、約 300ｍの区間を４ｍ拡幅した場合で約 7,200 万円が見込まれることを確認

した。「給排水設備にかかる費用」について、市が再度精査を行ったところ、基本構

想策定時には、給水取り出し工事費用として約 120 万円を試算し、全体工事費に計

上していたが、排水取り出し工事を計上していないことが明らかになった旨の説明

があった。プール施設整備事業と小中学校建設整備事業といった直近市が整備中の

事例を踏まえ、排水取出し工事費用として、50 万円から 450 万円が見込まれ、受水

槽設置工事として、1,600 万円から 3,200 万円が見込まれることを確認した。これ

らを踏まえると、現時点では、概算事業費で示された約 22 億円に「セミナーハウ

スの整備等にかかる費用」と「道路の拡幅にかかる費用」、「給排水設備にかかる費

                         
21 第６回委員会資料２：第５回大規模事業評価委員会【質問に対する回答】 
22 第１回委員会基礎資料５：（仮称）つくば市陸上競技場整備基本構想 
23 第２回委員会資料２：第１回大規模事業評価委員会【質問に対する回答】 
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用」を合わせて総額約 28 億円（約６億円の増）が見込まれる（ただし近年工事費

の変動が大きいため、おおまかな工事費をイメージするために算出している）こと

を確認した。 

なお、「道路の拡幅にかかる費用」については、想定拡幅区間の土地取得費が除か

れているが、この点については、当該区間には民家等も立地しており、今後用地交

渉への影響等も想定される機微な情報であることから詳細の確認を行わないこと

とした。 

市が基本構想の策定過程で検討したトラックやインフィールド等の大規模修繕

費用は、５年目で 2,800 万円、10 年目で 6,200 万円、15 年目で１億 5,000 万円の

発生が見込まれていることを確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「事業の経済性・効率性」の視点につ

いて、当委員会の所見は以下のとおり。 

事業の経済性・効率性については、概ね妥当であると認められる。 

ただし、今後設計条件の整理を進め、基本計画、基本設計等の検討が進んだ際に、

事業費の見込みが増えた場合の意思決定プロセスを予め設けることが望ましい。 

 

6. 地域への対応 

（１）調査内容 

自己評価調書の【合意形成の取り組み】にて記された、区長説明会（令和元年６

月）や地元説明会（令和元年７月）にて市が確認した主な意見の中に、「騒音、道路、

進入路などの整備を含めて考えてほしい」や「騒音や駐車場問題への対応を検討し

てほしい」といった意見がある。当該施設が供用されると車やバスにより多くの来

場者が見込まれることから交通環境を中心に、周辺地域に与えるインパクトは大き

いと考える。 

工事中・供用開始後の周辺環境へのインパクト（交通環境を含む）について分析

結果と地元への説明状況が適切な対応であったかどうか、市の取組結果が確認でき

なかったため、確認できる資料の提出を求め、追加提出資料（第５回委員会資料

2[p5]、別紙７24[p5]）を確認した。 

（２）調査結果 

                         
24 第５回委員会資料別紙７：上郷高校跡地利活用について【地元説明会資料】 
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施設出入口における渋滞が懸念される点に関しては、道路担当部局と相談のうえ

検討を行い、既存道路に右折左折レーンを設けることや駐車場の位置を工夫するこ

とにより渋滞を緩和するという課題解決の対応方針があることを聞き取りにより

確認した。 

既存道路の拡幅が想定される個所については、基本構想25[p33]にて、主アプロー

チ動線として検討している市道3-2187号線の一部を想定していることを確認した。 

供用開始後の周辺環境へのインパクトを確認できる資料の提出を求め、追加提出

資料（第５回委員会資料２[p11]、別紙 1326）を確認した。供用開始後の利用につい

ては、これまで開催された大会やイベント、民間クラブの活動やスポーツ教室の実

績を元にシミュレーションしている旨の説明があり、基本構想[p57-59]で想定され

ている範囲であることを確認した。 

（３）所見 

当委員会において行った調査結果を踏まえ、「地域への対応」の視点について、当

委員会の所見は以下のとおり。 

地域への対応については、概ね妥当であると認められる。 

ただし、現事業計画は、企画・構想段階であり、様々な変更が想定されることか

ら、今後も地域への対応には十分配慮しながら進められたい。 

                         
25 第１回委員会基礎資料５：（仮称）つくば市陸上競技場整備基本構想 
26 第５回委員会資料別紙 13：陸上競技場利用シミュレーション 



 参考資料２ 

令和４年（2022 年）４月 27 日  

 

 

（仮称）つくば市陸上競技場整備事業における 

大規模事業評価対応方針 

 

 

市民部スポーツ振興課スポーツ施設整備室  

 

 

 （仮称）つくば市陸上競技場整備事業について、つくば市大規模事業評価委

員会からの答申（令和４年３月 29 日付け）を受け、「（仮称）つくば市陸上競

技場整備基本構想」及び「大規模事業自己評価調書」に基づき事業を進める。 

 なお、答申への対応内容については、以下のとおりとする。 

 

 

〇 事業の必要性 

  本事業を進めるに当たっては、他自治体や市内の研究・教育機関における

施設整備等の動向を注視する。また、庁内における他事業との連携につい

て、適時最新の情報を庁内で共有し、検討する。 

 

〇 事業の妥当性 

  本事業の基本計画や基本設計等の検討を進める際は、庁内関係部署と適

時・適切な情報交換を行うなど、計画の整合性を図りつつ検討する。 

 

〇 事業の経済性・効率性 

  本事業の基本計画や基本設計等の検討を進める中で、事業費の大幅な増加

が見込まれた場合には、その検討過程を明らかにし、市民に分かりやすく周

知する。 

 

〇 地域への対応 

  本事業を進めるに当たっては、地域への対応について、今後も十分に配慮

する。 


